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はじめに

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的

な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニー

ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するた

め、適切な指導及び必要な支援を行うものです。

また、特別支援教育は知的の遅れのない発達障害も含めて、支援を必要とす

る幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものであり、障害の

ある幼児児童生徒への教育にとどまらず障害の有無やその他の個々の違いを認

識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるもの

であると言われております。

学校教育法の一部を改正する法律が制定され、平成１９年４月からは特別支

援教育制度がスタートしております。これにより、複数の障害種別に対応でき

る特別支援学校や、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における特別支援教

育を推進することなど、あらたな教育システムの下、障害のある幼児児童生徒

の教育の充実が一層求められております。

特別支援教育を推進する方策として、支援を行う関係者・機関との連絡調整

を行う特別支援教育コーディネーターの指名、教育的支援を支えるネットワー

クとしての特別支援連携協議会の設置、そして幼児児童生徒の多様なニーズに

適切に対応するためのツールとして「個別の教育支援計画」があります。

「個別の教育支援計画」は、一人一人のニーズに応じ、乳幼児期から学校卒

業まで一貫した支援を目的に策定されるものであり、策定にあたっては教育の

みならず、支援に関わる福祉、医療、労働等関係機関との連携が必要とされて

おります。

本県においても、特別支援教育の推進を図る目的から各学校において「個別

の教育支援計画」を策定・活用し、支援の必要な幼児児童生徒へ効果的な教育

的支援を進めているところであり、幼児児童生徒の個々のニーズに応える計画

として必要不可欠だと考えます。

本冊子は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において「個

別の教育支援計画」の策定・活用と、それによる特別支援教育の推進・充実を

図るための手引きとなるものであり、各学校の実状に応じて活用いただければ

幸いです。

平成２１年３月

沖縄県教育庁県立学校教育課

課長 喜 納 眞 正
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第１章 

 

「個別の教育支援計画」 

の考え方 



 

  

  本冊子で提示するモデルについての考え方    

 本県では、各学校が自校の状況に合わせて「個別の教育支援計画」の様式や運

用方法を定め、現在、それぞれの方法でその活用が図られています。  

しかしながら、平成 19 年度の文部科学省による「特別支援教育体制整備状況調
査」によると、本県における「個別の教育支援計画」の策定状況は下表のように

なっており、必要を感じながらも策定していない例が数多く存在しているのが現

状です。  

沖縄県の特別支援教育体制整備の状況（平成 19 年 10 月） 

 

 このような背景を踏まえ本冊子では、「個別の教育支援計画」の活用を促すこと

を目的に、その意義及び様式、運用のモデルを提示しています。 

「個別の教育支援計画」については、県あるいは市町村単位で統一された様式を

求める声もありますが、本県のこれまでの流れを鑑みた場合、順調に活用されて

いる学校まで含めて、様式を統一することは必ずしも得策ではありません。本冊

子で掲載したモデルは、各学校に対し「個別の教育支援計画」の必要性や策定・

活用におけるポイントを再確認してもらうことを期待したものであり、その結果

として、「個別の教育支援計画」に基づく支援を必要とする全ての子どもたちに対

し、その策定・活用が図られることを目指しています。 

もちろん、これから本格的に「個別の教育支援計画」の活用に取り組む予定の

学校にとっては、本モデルを利用することも可能であり、すでに策定・活用に取

り組んでいる学校にとっては、本冊子の内容理解を通して、改善・工夫がなされ

ることも期待されます。 

 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 

校内委員会の設置率 57.4% 100% 97.4% 90.2% 

特別支援教育コーディネーター

の指名率 
66.8% 100% 100% 100% 

個別の指導計画の作成率 30.7％  68.5％  56.8％  23.0％  

個別の教育支援計画の策定率 25.0% 60.2% 52.9% 18.0% 
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第２章 

 

「個別の教育支援計画」について 



 

 

 １ 「個別の教育支援計画」の意義           

(1) 「個別の教育支援計画」の目的 

  「個別の教育支援計画」の目的は、以下の通りです。 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上の目的を達成するために、「個別の教育支援計画」は策定されますが、これらに留意

して支援を行うことに、どのような意味があるのでしょうか。 

 

(2) 「個別の教育支援計画」の望ましい在り方 

   ①  実態把握の観点は？                         
 実態把握の際は、以下のことに留意する必要があります。 

●様々な観点から、子どもの実態を捉える 

 「社会参加・自立」を目指すためには、学習面だけでなく、対人関係、生活面等、様々

な観点から、子どもの実態を捉えるようにします。 

●子どもの良い面、得意な面、好きなことも把握する 

 実態把握というと、ついつい、子どもの悪い面に目が行きがちですが、よい面、得意

な面を見つけることも大切です。 

 特別支援教育の対象となる子どもたちの多くは、度重なる失敗経験のため、自尊感情

が育まれにくいと言われています。このような子どもたちに、得意なことを通して、「や

ればできる」という思いをもたせることができれば、効果的な支援が可能となります。

また、好きなことを把握しておけば、頑張りに対するご褒美としたり、あるいは、設定

●障害のある児童生徒の  一人一人のニーズを正確に把握 し、教育の視点から適

切に対応していくという考えの下、 長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後ま

でを通じて一貫して的確な教育的支援を行う 。  
 
●教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組が必要であり、  
 関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保 することが不可欠である。  

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」(2003)より  

 ① 子ども一人一人のニーズを的確に把握しましょう。 

 ② 長期的な視点をもって、一貫した支援を行いましょう。 

 ③ 外部の機関とも連携を図りながら支援をしましょう。 

要約すると・・  

- 2 -



 

 

する課題に取り入れたりと、支援に活用することができます。 

●問題行動については、原因の分析まで意識して 

 同じ腹痛でも、食あたりと食べ過ぎでは、対処方法は異なります。問題行動への対応

も同様に、原因を踏まえたうえで提案された支援でなければ、効果が期待できません。 

「授業中、立ち歩く」「友だちに暴言を吐く」等の問題行動の様子だけでなく、それが

起こる直前の状況、発達検査等による本人の特性等、様々な情報を基に、その原因を探

っていくことが求められます。 

 

  ②  なぜ、長期的な視点での支援が必要なのか？              
 支援の最終目標は、「社会参加・自立」です。「個々のニーズ」とよく言われますが、

それは「職業自立へ向けて学校で取り組むべきことは？」「地域で生活する際、必要に

なってくる地域社会の資源は？」等、「社会参加・自立」のために何が必要か？という

観点で考える必要があります。ですから、｢個別の教育支援計画｣で設定する長期目標も、

「社会参加・自立」を見据えたうえで、就学期における適切な内容を設定する必要があ

ります。 

 支援は、子どもたちを望ましい将来像へ向かわせるために行われるものです。そのため

には、長期的な視点に立って、その内容を考える必要があるわけです。 

 

  ③  他機関との連携はなぜ必要なのか？                   
 近年、国際的な障害の捉え方は、障害による「機能の不全」より、「社会参加の制約」

に重点が置かれています。つまり、肢体不自由の場合、「歩けない」ことより、歩けな

いために「地域の夏祭りに参加できない」ことを課題と捉える考え方です。この視点に

立てば、支援の手立てとして「歩行訓練」以外に「地域のボランティア活用体制の充実」

という発想が生まれます。 

 このように、障害のある人たちだけに、社会参加への努力を押しつけないという考え

方においては、地域社会の理解と地域資源を活用した支援の在り方が重要な要素になり

ます。 
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 ２ 「個別の教育支援計画」の策定、活用モデル        

(1) 様式 

  「個別の教育支援計画」の様式モデルを次ページ以降に掲載します。  
 様式は、子どもの実態を明確にするための「フェイスシート」と実態に基づいて支援の

計画を記す「支援シート」の２部で構成され、幼稚園、小学校、中学校・高等学校向け

の３種類用意されています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①幼稚園向け 

③中学校・高等学校向け 

②小学校向け 
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 ①  幼稚園向け  
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 ②  小学校向け  

 

【フェイスシート】 
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【支援シート】 
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 ③  中学校・高等学校向け  

 

【フェイスシート】 
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【支援シート】 
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 ④  記入例  
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(2) 策定、活用の流れ 

  各学校の状況を考慮する必要がありますが、策定、活用の基本的な流れは以下の通り

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 以下の方法により、情報を収集する。（主担当：担任*1） 

  ●聞き取り（保護者、教科担当、養護教諭。関係機関等より） 

  ●行動観察  ●チェックリスト  ●発達検査 等 

 *1：必要に応じて特別支援教育コーディネーターが支援。関係機関との連

携は、特別支援教育コーディネーターが中心となる。  

①  実態把握  

 
 1) 長期目標（３年スパン）を設定する。（主担当：担任*2） 

 2) 困り感の原因を考察 → 支援の方針を決定する。 

 3) 短期目標（１年スパン）を設定する。（主担当：担任*2） 

*2：校内委員会等にて内容の確認を行う。  

②  目標の設定  

 
 具体的な支援の内容と担当機関（担当者）を決定する。*３ 

検討は、校内委員会の場で行われる。 

*3：保護者へ確認をとる。  

③  支援内容の明確化  

 
 「個別の教育支援計画」に基づき、各担当機関（担当者）が 

支援を行う。 

④  支援の実施  

 
 支援の成果に対する評価を行う。 

（主担当：担任、特別支援教育コーディネーター） 

（校内委員会を開催し決定する。） 

 ・支援の内容については、学期毎。 

 ・「短期目標」に関しては年度毎。 

 ・「長期目標」に対しては、基本的に３年毎。 

⑤  支援の評価  

引き継ぎ及びフィードバック 

すぐにカーッとなり、

怒鳴っちゃうな・・。 

社会参加のためには、

コントロールが必要

だなぁ・・。  

今年はクールダウン

ルームへ一人で行け

るようになればいい

か・・。  

がんばり表は、学校と

家庭の両方で・・  
   学童では・・・ 

がんばって・・  

本人はよく頑張って

いたけど、面白がって

ちょっかいを出す子

がいて・・・  
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(3) 策定手順及び留意点 

① 実態把握 

   1) 主担当  ： 担任（特別支援教育コーディネーターへ適宜、協力を仰ぐ） 

   2) 記入する項目 

   ●幼児児童生徒に関する基礎情報（氏名、生年月日、保護者、家族に関する情報等） 

   ●「状態」（診断名、健康状態等） 

    診断歴がある場合、診断名と受診した医療機関を記入します。 

   ●「生育歴・相談歴」 

   ●「保護者・本人の願い」 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    ●「諸検査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ●「良い面」「要改善点」（学習、行動、対人関係、生活のそれぞれの観点について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

 保護者の願いは、現実的に難しい内容となることもあります。し

かし、このような場合でも、頭ごなしにその願いを否定することは

避けるべきです。 

 重要なことは、長期・短期目標が現実的なものになるようにする

ことです。目標やその達成時期が不適切な場合、一番大変な思いを

するのは、他ならぬ本人です。専門家の所見や発達検査の結果等を

踏まえ、適切な目標設定を行うことにより、保護者の理解を求める

ようにします。  

 支援を要する子どもは、認められる機会が少なく、自己肯定感が低

下しがちです。支援を考える場合、つい問題点の方に目が行きがちで

すが、本人なりに頑張っているところがあれば、それに気付き、しっ

かり評価してあげるべきです。「良い面」の欄には、子どもの頑張って

いるところや、好きなこと、得意なことを記入し、支援の手がかりと

します。  

 発達検査は、子どもの状態を客観的に把握することができるため、

目標設定の際、有効な論拠となります。「個別の教育支援計画」上は、

検査で得られた数値を記入しますが、必要に応じて特記事項を記入

してもよいでしょう。  
 校内委員会等では、話し合いの内容に応じて、「個別の教育支援

計画」以外にも検査結果そのものを提示し、詳細な情報提供をする

ようにします。  

ポイント 

ポイント 
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② 目標の設定 

   1) 主担当 ： 担任（特別支援教育コーディネーターに適宜、協力を仰ぐ） 

   2) 記入する項目どうしの関連について 

 このステップでは、「長期目標」「短期目標」「支援の方針」を設定します。 

以下に、設定例をもとに各項目の関連を示します。 

 

「③支援内容の明確化」のステップへ  
 
   ３) 記入する項目 

    ●「長期目標」 

３年後を見通した目標を設定します。 本項目は、支援の一貫性を保つという観

点から、原則として設定後 3 年間は変更しません。 

 
 
 
 

 
 困り感  すぐに周りの子へ暴力を振るってしまう。 
 
 
 長期目標   周りの子とトラブルなく過ごす。  
 
 
問題の原因 ●気持ちをことばで表現することが苦手

で、暴力で表現することが定着してしま

っている。  
        
 
 
支援の方針 ●カッとした時の望ましい行動を設定し、

その行動に移行させる。  
●医療機関で投薬について継続検討する。 

 
 
 短期目標   ●カッとなった時、大声を出す、机上のク

ッションを叩く等の暴力の代替手段をと

れるようになる。  
●クールダウンルームへ一人で行けるよ

うになる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント①：将来の姿を思い描いて・・・  
 まず、子どもの将来像を思い描き、社会参加・自立の観点からど

のような教育的ニーズがあるのかを考えます。そして、そこから３

年先の姿を想像し、優先順位等を考慮して目標を設定します。  

問題の原因がわからなけ

れば、効果的な支援はで

きません。日頃の様子を

細かく観察し、子どもの

理解に努めます。  
必要に応じて専門家を交

え、原因の分析をします。 

原因の分析に基づき、支

援の方針を立てます。  

支援の方針に基づいた取

り組みで、今年度中に目

指す目標を設定します。  

長期目標は、今現在困っ

ていることから想定され

ます。  

ポイント 
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    ●「支援の方針」 

 目標を達成するための支援の方針を記入します。前述の通り、対象となる子ども

の困り感の原因を分析し、それに基づいて設定する必要があります。 

 

    ●「短期目標」 

 年度内に目指す目標を設定します。 

 

 

③ 支援内容の明確化 

1) 主担当 ： 特別支援教育コーディネーターが校内委員会を開催して決定する。 

2) 記入する項目 

●「連携」欄内の関係機関毎の具体的な支援の手立て 

 「支援の方針」に基づき、「短期目標」を達成するため、各々の関係機関において、

どのような支援を行うかを記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ポイント②：結果をあせらずに・・・ 

子どもを望ましい姿に導くためには、長期間の継続した支援が

必要となることも少なくありません。時には、小学校から中学校

へと、学校をまたいで支援を継続することが必要な場合も考えら

れます。そのためにも、｢個別の教育支援計画｣をしっかり策定し

ておく必要があります。  

ポイント③：絵に描いた餅にならないように・・・  
 「長期目標」は、「保護者・本人の願い」を踏まえるのはもち

ろんですが、実現可能なものでなくては意味がありません。しか

しながら、その見極めが大変難しいのも事実です。よって、目標

の決定に関しては、校内委員会で検討、確認することが望まれま

す。この場合、校内委員会のメンバーとして、医療や相談機関等

の専門家を交えることにより、検討内容がより充実し、保護者へ

の理解も得られやすくなります。  

 「誰が」「どこで」「どのように支援する」のかを明記するよう

にします。  
「支援の方針」に基づき、支援の手立てを考えますが、もう一つ

の大切なポイントは、本人の「良い面」を活用することです。  
 せっかく立てた目標も、低下した自己肯定感により、

取り組む意欲がなくなっていては効果が望めません。

直接、目標達成に結びつかなくても、「良い面」を活か

した支援が、間接的な効果を生む可能性も十分に考え

られます。  

ポイント 
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(4) 活用の方法 

① 支援の実施 

 策定に関わった関係機関（者）が、「個別の教育支援計画」で示された手立てに沿っ

て支援を行うことで、一貫した効果的な支援が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

② 外部機関との連携 

1) 専門家チーム、巡回アドバイザー等の外部専門家へ支援をお願いする場合 

 外部専門家へ支援をお願いする場合、｢個別の教育支援計画｣を提示することにより、

子どもの様子やこれまでの支援の内容、結果等を効率よく伝えることができます。 

2) 新たに関わる外部機関と連携する場合 

 例えば、病院で診断を受けることになった場合、「個別の教育支援計画」を活用する

と、以下のメリットが予想されます。 

 ●家庭以外での子どもの様子を正確に伝えることができる。 

 ●客観的に子どもの様子を伝えることができる。 

また、進学先の学校との連携においても、「個別の教育支援計画」による引き継ぎを行

うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。 

 その他、福祉機関、転校先の学校、就労先、ボランティア等との連携においても、

効率的に情報の共有を図ることができます。 

③ 保護者の理解 

 支援を行う場合、保護者の同意、家庭との連携は欠かせません。そのためには、支援

の意義や内容について、保護者と共通理解を図る必要があります。「個別の教育支援計

画」を策定することにより、保護者も支援の内容について明確に知ることができ、共通

理解が図りやすくなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント  支援の手立ては、より具体的に記載されていることが望まれ

ますが、紙面スペースの問題で十分書き示すことができない場

合もあります。そんな時は、「支援シート」等に具体的な支援の

内容を記入し、｢個別の教育支援計画｣に添付する方法が考えら

れます。  
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(５) 評価・見直し～引き継ぎ 

① 評価・見直しのサイクル 

 成果に基づき、目標や支援の方針等が適切であったかどうかを評価します。基本的に

は以下のサイクルで評価・見直しを図ります。  
 ●「長期目標」  ：３年毎  
 ●「短期目標」  ：１年毎  
 ●「支援の方針」 ：１年毎  
 ●支援の手立て  ：学期毎  
 ●外部機関との連携：学期毎  
 但し、明らかに目標の見直しが必要を認められる場合には、上記の設定にとらわれる

ことなく、その都度見直しを図るようにします。  
 
② 「個別の教育支援計画」の修正～保存 

 見直しの度に、修正箇所を記入し直し、新たな｢個別の教

育支援計画｣とします。このとき、年度末に評価・見直しを

行ったものについては、支援の履歴として、逐次ファイリン

グしていくようにします。  
※最新版のみ保存する運用だと、これまでの支援の様子がわ

からなくなってしまいます。学年毎の総括をした版を累積

することで、支援の履歴として貴重な情報となります。  
 

③ 引き継ぎ 

 進級、進学に際し、年度末～年度始めにかけて引き

継ぎを行います。引き継ぎの形態については、新旧担

任のみで実施する方法から学校毎に関係者が集って行

う方法等（進学時）、各学校の状況に応じて設定します。 
 引き継ぐ資料として、｢個別の教育支援計画｣以外に

「個別の指導計画」や発達検査等の結果、「支援シート」

等も一緒にファイリングします。  
 
 

(６) 保管及び個人情報の保護 

 ｢個別の教育支援計画｣は、電子データ、紙面等の媒体での保管が考えられますが、いず

れの形にしても、多くの個人情報が含まれるので、慎重に取り扱う必要があります。  
 活用する場合も、たとえ関係機関との連携のためであっても、学校外への公開にあたり

ます。県、市町村が定める個人情報保護条例等の関係法規に則り、適切に対応する必要が

あります。学校での業務を通して収集する個人情報は事前に用途を確認し、その用途外の

目的で使う場合は、その都度確認をとる必要があります。どの専門機関と連携するのかを

含め、｢個別の教育支援計画｣の内容については、保護者に十分説明し、新たな専門機関と

の連携が必要になった場合、保護者への理解を求める必要があると考えられます。 

 

個別の 小１  

教育支援計画  個別の 小 2  

教育支援計画  個別の 小 3  

教育支援計画  

個別の 小 3  

教育支援計画  

個別の 小 3  

指導計画  
支援シート  

 

- 18 -- 18 -



 
 
 
 
 

第３章 

 

「個別の指導計画」について 

 
 
 



 １ 「個別の指導計画」の意義            

(1) 「個別の指導計画」の目的 

 学校では、学習指導要領に基づいた教育目標が設定され、その達成へ向けて日々教育活

動が実践されています。しかし、子どもたちの中には、一斉授業のみの指導では、十分な

成果が得られない子もいます。このような子どもたちに対して、指導の効果を引き出すた

めには、一人一人の実態に応じた指導の工夫が求められます。そこで必要とされるのが「個

別の指導計画」です。  

 「個別の指導計画」は、個に応じた配慮の必要な子どもたちに対し、本人の特性に応じ

て、授業や学校生活における目標、具体的な学習内容・方法等を示すために作成されます。  
 「個別の指導計画」を作成する目的は、対象となる子どもたちの教育目標を達成するこ

とにあります。したがって、作成時には、教育目標を見据え、「その達成に向け、どのよ

うな指導の工夫が必要か？」の観点をもつことが望まれます。  
 
 
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年間指導計画（学級）  

●数学  

4 月：正負の数、加・減法  

5 月：正負の数、乗・商法  

6 月：  

教育目標の達成へ  

個別の指導計画  

●説明の際は、  

・注意を促してから行う。 

・視覚的支援を添える。  

 

 指導方法を  
 具体的に示す  

計
画
に
基
づ
い
た
指
導  
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(2) 「個別の指導計画」と教育課程との関連 

教育目標や「個別の指導計画」及び、日々の授業実践等の関連を以下に示します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  上図の様に、教育目標を達成するために、学校では様々な計画が作成されています。  
従来から作成されている「年間指導計画」が、指導の目標、内容、方法等を、学級等の学

習グループ毎で示すのに対し、「個別の指導計画」は、それらを個人のレベルで（個々の

実態に配慮して）具体的に示したものです。  
 また、「個別の指導計画」は、｢個別の教育支援計画｣で示された目標や子どもの実態等

をもとに、日々の授業で何を目指すのか、どのような方法で授業を進めるのかを示します。 
 「個別の指導計画」は、作成することが目的ではありません。日々の指導に活用し、指

導目標を達成するために作成されるものです。そのためには、以上の関連性を意識して作

成する必要があります。  
 

学校の教育目標を達成するために組織された教育計画  
（教育内容や授業時数等が示される）  教育課程  

学年、学級毎に立てられる指導の計画  
（指導の目標、内容、方法等が示される。）  指導計画  

一人一人の子ども毎に立てられる指導の計画  
（指導の目標、内容、方法等が示される。）  

個別の  
指導計画  

指導計画（学年・学級）、個別の指導計画に基づき、

その目標を達成するために実施  
日々の  
授業  

個別の  
教育支援計画  
・長期目標  
・短期目標  
・子どもの実態  

どんな手立てが必
要？  

・各教科・領域の目標  
・教育課程の編成の方針等 ・授業時数等  

・学習指導要領  
・「教育課程編成要領」 

学校の教育目標  

指導目標の確認  
(何を目指す？ ) 
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 ２ 「個別の指導計画」の作成モデル           

(1) 様式 

  ①  小・中学校、高等学校向け  
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 ②  記入例  
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(2) 作成～活用の流れ 

 基本的な作成～活用の流れは、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 必要に応じて、各教科・領域等別に特筆すべき実態について、

更に詳しく把握する。（主担当：担任） 

①  実態把握  

 
 1) 長期目標（１年毎）を設定する。（主担当：担任*1） 

 2) 短期目標（学期毎）を設定する。（主担当：担任*1） 

*1：教科担当者との確認を行う。  

②  目標の設定  

 
 各教科・領域等別に、具体的な指導の手立てについて、学期

単位で記入する。（主担当：担任、教科担当） 

③  指導の手立ての決定  

 
「個別の指導計画」に基づき、日々の指導を行う。 

 

④  指導の実践  

 
1) 学期毎に指導の成果を評価する。（主担当：担任、教科担当） 
2) 年間の指導の成果を評価する。（主担当：担任、教科担当）  

⑤  評価  

「個別の教育支援計画」策定の際に、実態把握

は、ほぼ完了していますが・・・  

目標設定スパンは、  
あくまでも目安です。  

「どんな学習集団が有効？」「子どもに合った授業環境って？」 
「教材・教具の工夫は？」等、計画を踏まえて、さらに具体的

な手立てを工夫します。  

 
 評価結果を基に、次学期、次年度に向け、目標、計画を見直

します。（主担当：担任）  

⑥  目標、指導計画の見直し  

漢字がとても苦手だ

なぁ・・・。  
やっぱり、視知覚の特

性が原因かな?! 

本人も気にしている

ようだし、  
基本的なものに絞っ

て 1 年間取り組  
んでみよう・・。  

保護者との連携、最終的な

確認が望まれます。  

個別にドリルで、一筆

毎に色を変えたお手

本を提示して・・  
それから・・  

「月」「日」以外の書

き 取 り は 難 し い な

ぁ・・。  
2 学期は、手元に見本
を用意してみよう・・。 
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第４章 

 

「個別の教育支援計画」 

に関するＱ＆Ａ 

 
 
 



 
辞書によると、それぞれの言葉の意味は、次の様になっています。 

「策定」とは ・・・ 施策や計画等を考えて決定すること 

「作成」とは ・・・ 書類、計画書等を作りだすこと 

 ｢個別の教育支援計画｣は「策定」、「個別の指導計画」に対しては「作成」が使われること

が定着しています。言葉の意味を踏まえると、｢個別の教育支援計画｣は、関係者（機関）の

連携・協力の下に支援策等を定めていくことから「策定」と表現されていると考えられます。 

 これに対し、「個別の指導計画」は、教師、学校が主となって作りあげるという点から「作

成」と表現されていると考えられます。つまり、連携・協力の観点から｢策定｣と｢作成｣を使

い分けるという解釈が一般的です。この解釈に基づいた考え方により、学校が関係者と連携

を図る前に案として｢個別の教育支援計画｣を作ることを「作成」と表現する場合があります。 

 

 

 

 

● 特別支援学校では 

 特別支援学校においては、在籍する全ての子どもが対象になります。 

【根拠法等】 

 ・「重点施策５か年計画」（平成14年12月 障害者施策推進本部決定）  
 ・特別支援学校学習指導要領案（平成２０年12月） 

● 他の校種の学校、幼稚園では 

  平成20年３月に公表された幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領

や同年12月の高等学校学習指導要領案では、障害のある幼児児童生徒に対し「個別の指導

計画」｢個別の教育支援計画｣を作成、策定するなどして、指導内容や指導方法の工夫を計

画的、組織的に行うこととされています。つまり、特別支援教育への取り組みを計画的、

組織的に行うことは必須であり、その方法として「個別の教育支援計画」等を活用するこ

とが示されています。 

● 障害の有無で判断することについて 

 上述の内容では、「障害の有無」が策定対象の子どもを判断する一つの基準となってお

り、医療機関等による診断の結果に基づくことになります。しかし、特に発達障害等の有

無については、境界があいまいであると言われており、境界線上にある子どもは、困り感

を抱えていたとしても「発達障害ではない」と診断される可能性もあります。そういった

子どもたちに対し、個に応じた支援が必要ないのかどうかは、慎重に検討される必要があ

ります。ですから、障害の有無よりもむしろ、学習、生活等での「困り感」の有無に注目

することが望まれます。そして、支援が学級だけに留まらない場合や支援を次年度に引き

継ぐ必要がある場合は、やはり、｢個別の教育支援計画｣を策定して、組織的、計画的に支

援を行うことが望まれます。 

１ 「策定」と「作成」の違いは？ 

２ どのような子どもたちに対し策定するのですか？ 
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 ｢個別の教育支援計画｣の策定にあたっては、校内委員会、ケース会議等を開いて関係者

（機関）が協力して行いますが、書類として作成する、つまり記入するのは、子どもに一

番身近な存在である担任が中心となることが望まれます（第２章の２を参照）。もちろん、

この場合も、特別支援教育コーディネーターや子どもに直接関わる機会のある教師らの協

力が必要であり、個人まかせにならないようにすることが大切です。 

 

 

 
 多くの幼稚園では週単位で活動計画を定め、指導上の留意事項等について事前に話し合

う場が設けられています。いくつかの幼稚園ではその場を利用して、気になる子どもへの

対応について話し合いも行われ、効果的な対応方法を共有する場にもなっています。 

 このような取り組みは、｢個別の教育支援計画｣の策定、活用に通じる部分が多く含まれ

ており、支援の質を高めることに効果が表れています。子どもによっては、専門家の所見

や外部機関からの支援を要する等、幼稚園だけでは対応できない場合も考えられます。現

行の体制に、関係機関と連携するための園内委員会を加えたり、週ごとの活動計画をもと

に｢個別の教育支援計画｣を策定したりすることにより、より効果的な対応が可能になると

ともに、小・中学校、高等学校・・と先を見据えた支援へと繋げることができます。 

 小学校では、「学習」が活動の要素として加わると同時に、発達障害のある子どもたち

等の困り感が表出してくる可能性があります。中学校では、これまでに十分支援を受けら

れなかったことに加え、入学に伴う環境の変化、思春期特有の人間関係の難しさ等により、

困り感がより深刻化することも考えられます。小・中学校の時期においては、｢個別の教

育支援計画｣を通して、ＰＤＣＡサイクルにより支援の手立てを改善していくとともに、

一貫した支援の流れを作ることが大切です。まずは始めることが肝心。職員会議、学年会、

生徒指導委員会等の既存の組織を活用する等、できるところから始めることも一つの手法

です。 

 高等学校では単位の取得が卒業に直結するため、学習支援は大きなポイントとなります。 

｢個別の教育支援計画｣に基づき、各教科担当はそれぞれ支援を実施しますが、実際の支援

では、結果を省みて軌道修正しながら実践を繰り返すことも少なくありません。その過程

で、教科担当どうしが互いの支援の結果について情報交換し、「個別の教育支援計画」に

記録を残すことで、効果的な支援方法を共有することができます。実際に、各教科担任と

特別支援教育コーディネーターのみが参加するケース会議を開き情報交換することによ

り、支援の効果をあげた事例もあります。この事例の様に、策定段階における的確な実態

把握の上に、日々の形成的評価を重ねることで支援の質を大きく向上させることが期待で

きます。 

 校種の違いだけでなく、それぞれの学校の状況により、支援のポイントや既存の組織を

活用する方法は異なってきます。校内委員会等により、多くの人が考えを出し合いながら

それを見極め、導き出された支援の方針を｢個別の教育支援計画｣にまとめることで、有効

な支援へと繋げることができます。 

３ 誰が策定するのですか？ 

４ 各学校での策定、活用の工夫は？ 
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 ｢個別の教育支援計画｣の策定は、関係者（機関）と連携することが大切ですが、全関係者

が同時に集まることは、現実的に難しい場合が多いと思われます。そのため、実際には連携

のための工夫として、以下の様なことが考えられます。 

① 持ち回り協議 

  ｢個別の教育支援計画｣の案を基に、特別支援教育コーディネーター、担任らが、各々の

関係機関と個別に協議をする。（持ち回り協議） 

② 支援レベルによる分散開催 

  支援を効率的に行うための考え方として「支援レベル」があります。以下の例は、「はじ

めの一歩」（平成 19 年３月 沖縄県立総合教育センター）に示されたものです。 

 

 

 

 

 

  上の例の支援レベル４については、外部の専門機関等との連携が必須ですが、支援レベ

ル３は職員会議、支援レベル２は学年会等の場で代替することも考えられます。もちろん、

協議には、必要に応じて特別支援教育コーディネーター等が参加し、また、そこで決定さ

れた事項やその後の支援の様子については、報告という形で校内委員会で共有が図られる

ことも必要です。 

 

 

 
 ｢個別の教育支援計画｣には、多くの個人情報が含まれます。個人情報に関しては、個人情

報保護法や県、市町村の個人情報保護条例等に基づき、適正に取り扱わなければなりません

（第２章の２の(6)参照）。 

 学校によっては、外部機関へ公開できる情報の範囲をあらかじめ定めているところもあり

ます。｢個別の教育支援計画｣の情報を電子データ化し、公開の許された部分のみ印刷するシ

ステムを作ったり、公開をひかえたいプロフィール情報（氏名、家族構成、診断歴等）の記

入様式を独立させ、それ以外の部分を公開したりする等の工夫がなされています。もちろん、

このような場合でも、公開にあたっては保護者の確認をとることが必要です。 

 

支援レベル１：学級内での支援で対応が可能なケース 

支援レベル２：同学年の職員の間で支援体制を組むことが必要なケース 

支援レベル３：校内全体で支援体制を組んでの対応が必要なケース 

支援レベル４：外部の専門機関に支援を依頼することが必要なケース 

５ 校内委員会を効率的に運営するための工夫は？ 

６ 個人情報の保護に関する工夫は？ 
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 策定にあたっては、まず「個別の教育支援計画」の目的について十分説明し、納得しても

らうことが必要です。そのうえで、保護者の願いの聞き取りや支援の手立ての検討が可能と

なります（本書第 2 章の２の(3)参照）。 

 また、時には、保護者が子どもへの個別支援を受けることに難色を示したり、外部機関へ

の情報提供を拒否したりすることも考えられます。このような場合は、急がずに時間をかけ

て理解を促す必要があります。一番困っているのは子ども自身であること、支援の目的は、

子どもの困り感の軽減であり、学級、学校の都合から取り組まれることではないこと等、子

ども本位の姿勢で接することにより、信頼関係を築いていくことが必要です。 

 保護者の理解が得られない段階でも、子どもは日々、困り感を抱えながら学校生活を送っ

ています。日ごろの行動観察に基づく子ども理解の下、可能な範囲で支援を行うことが望ま

れます。 

 

 

 
 特別支援教育においては、子どもの実態に応じて、今できること、できないことをしっか

り見極める必要があります。例えば、「言語理解が弱い。学習に興味をもてない。集中力を持

続することが難しい。」という実態の子どもに対し、平均水準以上の学習の理解度を求めるこ

とは、子どもにとって大きな負担となります。この場合、「子どもの実態に合った課題の提供、

学習時間の設定」等が支援のポイントとして考えられますが、どの程度の難易度の課題が望

ましいのか、どれくらいの時間設定が適切なのか、課題を嫌がった時には取り組みを促すべ

きなのか等、判断に迷うところです。 

 ｢個別の教育支援計画｣は、それに対して、ある程度答えを示すことができます。 

子どもを課題に取り組ませる理由は何でしょうか？ その答えの一つとして、課題を通して、

社会参加・自立に向けた力をつけることが考えられます。例えば、職業自立を目指すのであ

れば、気の向いた時だけ作業をすればよいというわけにはいきません。課題に取り組む時間

を少しでも伸ばすための取り組みが、本人のニーズとして考えられます（もちろん、本人の

努力だけでなく、職場における周りからの支援も検討されるべきです）。将来を見据えたうえ

で本人に必要であるならば、「無理にさせない」ではなく、「どこまでならできるだろうか」

「どうやればできるようになるのか」の視点で考えることが求められます。 

 ｢個別の教育支援計画｣はまさに、子どものニーズを明らかにし、「どうやればニーズを満た

せるのか」を具体的に示すものであり、その活用により、日々の子どもたちへの指導に際し

て、確固たる思いをもって臨むことができます。 

７ 保護者と連携する際の留意点は？ 

８ 子どもの嫌がることは無理にさせなくてよいの？ 
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第５章 

 

実 践 事 例 

 

 
 
 



 １ 幼稚園における実践事例           

(1) 「個別の教育支援計画」の様式の工夫 

 Ｍ幼稚園では、特別支援教育コーディネーターを中心に、支援を要する子どもへの対

応を職員全員で共有し、実践しています。卒園後、ほとんどの子どもが隣接するＭ小学

校へ入学しますが、幼稚園で大きなトラブルもなく過ごせた子でも、小学校での生活に

馴染むことが難しい場合があります。そのため、Ｍ幼稚園では、小学校への引き継ぎを

効果的に行うことを課題の一つと考えていました。 

Ｍ幼稚園とＭ小学校では、円滑な連携を図るために、合同研修会を開催し「個別の教

育支援計画」の様式として、「指導・支援カルテ＊」を利用することを確認しました。 

 

 

Ｍ幼稚園では、日頃の幼児の様子や指導・支援の状況について、「支援シート」（30

ページ参照）という様式に記録し、園内の先生同士の話し合いの場で活用しています。

小学校との引き継ぎにおいては、この「支援シート」の中から、必要だと思われる部分

を「個別の教育支援計画」の「学習の様子」の欄に付記するようにしました。 

(２) 「個別の教育支援計画」を活用した園と小学校との引き継ぎ 

 ① 小学校との連携の工夫 

 Ｍ幼稚園とＭ小学校では、３月までに引き継ぎのための話し合いをもつようにし

ています。本ケースの引き継ぎの特徴として以下の３点が挙げられます。  

●共通様式である「個別の教育支援計画（『指導・支援カルテ』）」を利用する。  
 → 様式を揃えることで、子どもの共通理解が図りやすくなります。  

●Ｍ小学校の先生方が、幼稚園の活動の様子を実際に観察する機会を設ける。  
 → 実際に子どもの様子を観察することで、より理解を深めることができます。  

●アフターフォローとして、小学校入学後も幼稚園の先生との連携を図る。  
→ 小学校での支援がうまくいっていない子に対しては、再度幼稚園の先生方を

交えた話し合いをもつことがあります。  
→ 小学校での支援がうまくいっている子についても、幼稚園の先生が視察に訪

れることがあります。  
② 取り組みの成果 

 ４月になって、小学校での学校生活がスタートした後、小学校から、子どもたち

の近況報告が届き、それに基づき、前述のアフターフォローの取り組みが実施され

ます。卒園後の様子を知るということは、これまでの支援の有効性を再確認したり、

幼稚園では気づくことのできなかった面を認識させられたりする等、支援の質を向

上させるうえで、たいへん有効な情報となっています。 

＊:「指導・支援カルテ」とは？  
Ｍ幼稚園のあるＸ市では、幼稚園から中学校に在籍する全ての子どもたちに対し、指導・支援

に必要な基本的な情報を記入する「指導・支援カルテ」を作成が求められており、これを日々

の教育活動に活かすようになっています。 （様式は次ページ参照）  
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M 幼稚園の「個別の教育支援計画（『指導・支援カルテ』）」 
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M 幼稚園の「支援シート」 

 

 

 

- 30 -



 ２ 小学校における実践事例           

(1) 「個別の教育支援計画」の策定、活用の様子 

 Ｔ小学校の所在するＨ町では、地域の教育委員会が「個別の教育支援計画」の推奨様式

を出す等、その推進に積極的に取り組んでいます。その結果、多くの小中学校で、通常ク

ラスに在籍する発達障害のある子どもに対しても「個別の教育支援計画」が策定されてお

り、職員全員での共通理解や指導方針の確認に活用されています。 

 Ｔ小学校では、この地域の特性を活かし、中学校との引き継ぎを充実させるための取り

組みを行いました。 

 

(2) 「個別の教育支援計画」を活用した学校間での引き継ぎ 

① 地域の中学校との連携の工夫 

 これまでも、生徒指導上、大きな課題を抱えている児童については、進学先の中学校

との連絡会が設定され、指導上の留意事項等を引き継ぐ重要な場となっていました。 

Ｔ小学校では、この既存の連絡会を活用し、特別支援教育の対象児童についても、そ

の席で引き継ぎを行うように内容を改めました。そのとき、引き継ぎ資料として「個別

の教育支援計画」を活用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 成果及び課題 

 この取り組みは、中学校で予防的な支援をしてもらい、不要なトラブルを起こすこと

なく、実りある学校生活を送ってもらうことを目的としています。勿論、最終的には中

学校側での対応に委ねますが、送り出す側として、できるだけの情報提供を心がけてい

ます。 

 また、この取り組みにあたっては、「個別の教育支援計画」が多くの学校で浸透して

いることや共通様式であったことで、話し合いがスムーズに行われました。「個別の教

育支援計画」が、一貫した支援のためのツールとして活用されるためには、地域間での

共通理解が大きな鍵となるのではないでしょうか。 

Ａ君は・・・、  
 現段階では、友だちにからかわ

れたり、注意されたりすると、自

分からクールダウンルームへ行

くようにしています。  

 授業中に、挙手をせずに

発言する件については、事

前に約束事として・・・  

Ｂさんは・・・、  
 協力学級では、図工や体育の授

業に参加しています。聴力が 40

㏈なので、席は前のほうに・・・ 

 クールダウンルームが

必要かぁ・・・。  

Ａ 君 は ア ス ペ ル ガ ー

か・・  
学力の遅れはないんで

すね。  
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 ３ 中学校における実践事例           

(1) 外部専門機関との連携の様子 

 Ｅ中学校では、特別支援教育の取り組みにおいて、市の教育相談を有効に活用していま

す。専門的な支援の手立てについての助言をもらえるだけでなく、家庭への支援が必要な

場合、福祉部門等へ繋いでもらう等、スムーズに支援の輪を広げることも、大きなメリッ

トとなっています。もちろん、校内での支援体制を明確にし、その上で外部からの支援が

必要な場合に、市の教育相談を利用するようにしています。その際、外部機関との連携す

るための資料となることを意識して、「個別の教育支援計画」を策定しています。 

 

(2) 「個別の教育支援計画」を活用した連携の実践例 

  ① 対象生徒の様子 

 1 年生のＴ君は入学当初から、授業中、頻繁に歩き回ったり、

カッとなって周りの子の消しゴムを取って投げつけたりと授業に

集中できませんでした。学級内のトラブルも多発し、５月からは、

遅刻や欠席が目立ってきたので、生徒指導委員会で対応が検討さ

れました。家庭訪問等で家庭との連携を図っていますが、母子家

庭であることもあってか、お母さんは、Ｔ君の養育に疲れた様子

が見られます。学校から話し合いを呼び掛けても、なかなか応じ

ることができません。 

  

  ② 特別支援教育の観点からの取り組みへ 

1) 支援策の検討 

 担任の先生は、当初から熱心に指導に取り組んでいましたが、なかなか効果が上が

らずに悩んでいました。生徒指導委員会で対象として取り上げられたことをきっかけ

に、スクールカウンセラーからのアドバイスで、特別支援教育コーディネーターとも

連携することになりました。その結果、校内委員会で以下の様な支援の方向性が打ち

出されました。 

実態把握  ●欠席、遅刻が多い。 

●授業中の立ち歩きが多い。 

●注意されるとすぐカッとなり、

他傷行為が出る。 

長期目標  ●カッとなったら、クールダウン

ルームへ行くことができる。 

●授業中、学習に取り組める。 

●毎日登校できる。 

 

 

 

原因として・・・  
・学習内容が理解できなくて、たいくつ
してしまっているのでは？  

・学習に興味がもてない、クラス内のト
ラブルで学校が楽しくないのでは？  

・家庭での登校の促しが足りないので
は？  

・個別の課題を用意する。  
・苦手な数学、英語は、極力、授業展
開を 10 分毎に区切るようにする。  

   ：  

とりあえず、コーディネーターの先生
が迎えに行くことにしましょう・・。  
でも、いつまで・・・？  

家庭の協力が  
ほしいなぁ・・  
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